
※フローチャートは一般的な例を示したものです。ご自身の状況によって変わる場合もありますので、ご注意ください。
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判定A判定C

判定C 判定D判定D

判定C

判定A

主な収入が給与 主な収入が年金 主に営業・不動産

勤務先が1か所
のみで年末調整
をしている。（勤務
先が複数でも年
末調整で合算して
いる場合は「はい」）

所得の合計金額
が所得税の控除
合計額を超えて

いる

65歳以上で
年金収入合計が
155万以下また
は65歳以下で
105万以下

源泉徴収票に
記載のない控
除の追加（扶
養控除や医療
費控除等）が
ある

市・府民税の申告が必要です。
所得税の還付を受けられたい場合は、所得税の確定申告が必要です。なお所得税
の確定申告書を提出する方は、市・府民税の申告は不要となります。確定申告に関
するお問い合わせは豊能税務署（TEL072-751-2441）にお問い合わせください

ただし、非課税証明書が必要な方、国民健康保険や後期高齢者医療保険等に加入
している方、保育料算定がある方等は申告してください。（申告がない場合、各手続
の関係で、後日申告を求められることがあります。）

所得税の確定申告書を提出する方は、市・府民税の申告は不要となります。確定申
告に関するお問い合わせは豊能税務署（TEL072-751-2441）にお問い合わせ
ください。

市・府民税の申告は原則不要です。

市・府民税の申告は不要です。

所得税の確定申告が必要な
可能性があります。

A

B

C

D

収入は
なかった

遺族年金や障害
年金等（非課税
所得のみ）

給与以外の
所得が20
万を超える

給与以外の
所得がある

年金収入が400万
を超えている

年金以外の所得
が20万を超える

所得金額（収入ー経費）が
所得税の控除合計額を

超えている

年金以外
の所得が
ある

源泉徴収票
に記載のな
い控除の追
加（扶養控
除や医療費
控除等）が
ある

令和6年（2024年）中にどのような収入がありましたか？

判定結果

は
い
い
い
え

令和7年度（2025年度）

会場での混雑を避けるための3つのお願い

庄内コラボセンター「ショコラ」 3階 会議室9

２月６日（木）・２月７日（金）

２月３日（月）・２月４日（火）

（豊中市庄内幸町4丁目29番1号）

※庄内出張所、新千里出張所には税務担当職員がおりませんので、申告の受付はできません。
※豊中市役所及び庄内コラボセンター「ショコラ」の駐車場は有料です。台数に限りがありますので、公共交通機関を
　ご利用ください。
※千里文化センター「コラボ」に駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。
※申告についてのご質問は市民税課までお問い合わせください。

※混雑状況により、整理券を配布させていただく場合があります。

２月１４日（金）～３月１7日（月）

庄内コラボセンター「ショコラ」及び千里文化センター「コラボ」では市・府民税申告のみの受付です（確定
申告書の提出はできません）。確定申告書の提出・相談は豊能税務署（池田市城南２丁目１番８号）に
なりますので、詳細は豊能税務署へご確認ください。（お問い合わせ先 TEL 072-751-2441）

２月 6 日（木）
地域
F

２月 7 日（金）
地域
G

２月 3 日（月）
地域
H

２月 4 日（火）
地域
I

２月14日（金）
～２月20日（木） 地域

A
２月21日（金）
～２月27日（木） 地域

B
２月28日（金）
～３月 5 日（水） 地域

C

３月12日（水）
～３月17日（月） 地域

E

３月 6 日（木）
～３月11日（火） 地域

D

筆記用具の持参をお願いします。
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コラボセンター

午前9時～午後4時

午前9時～午後4時

※混雑緩和のため、午前8時40分以降に整理券の配布を行います。
※混雑状況により、早めに受付を終了させていただく場合があります。

※混雑緩和のため、午前8時40分以降に整理券の配布を行います。
※混雑状況により、早めに受付を終了させていただく場合があります。

千里文化センター「コラボ」 2階 集会場

※申告書の控えが必要な場合は、110円切手を貼付した返信封筒を同封してください。

あなたの申告は必要？不要？　申告フローチャート



●令和6年度 市・府民税申告書をご提出された方（令和7年1月7日時点）
●令和6年度 保険料算定のための所得申告書

令和7年3月17日（月）
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※株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書などの写し
※特定口座年間取引報告書や配当等の支払通知書などの写し

申告内容を確認できる書類

※豊中市保険相談課から送付の「保険料納入済額確認書」
　（1月下旬頃に送付予定）

必要書類等の確認ができなかった場合、申告書に
記載された内容の反映（適用）ができませんので
ご注意ください。

必ず申告しなければなりませんか？ 医療費控除を申告したら還付されますか？
表面の申告フローチャートを参考にしてください。 されません。市・府民税は6月以降に納めるため、所得税のように

還付されることはありません。

税額シミュレーションシステムで作成した申告書のデータ（PDF形式）を、豊中市の電子申込システムを利用し提出いただく方法となります。
パソコンやスマートフォンからいつでも・どこでも申告ができます。
※ご利用にはマイナンバーカード等のご準備が必要です。
●詳しい利用方法は、市ホームページへアクセスし、ご確認ください。上記URL又はQRからアクセスできます。
●申告の内容に関するお問い合わせは市民税課まで、操作に関するお問い合わせは下記コールセンターまでお問い合わせください。

市　民　税　課：06ー6858ー2131（直通） 固定電話から：0120ー464ー119（フリーダイヤル）
携帯電話から：0570ー041ー001（ナビダイヤル（通信料がかかります））

申告の内容に関するお問い合わせ先
（平日9：00～17：15 年末年始除く）

電子申込システムの操作に関するお問い合わせ先
（平日9：00～17：00 年末年始除く）

税額シミュレーションで申告書を作成した方は、「電子送信」による提出をおススメします！

豊中市のホームページで、申告書の作成と税額のシミュレーションができます

市・府民税申告書の「電子送信」（インターネットによる提出）ができます

利
用
方
法

次の順でアクセスしてください

トップページ くらし・手続き 税　金 個人市民税 市・府民税申告書の作成と税額試算ができます


